
 

弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金交付要綱 

 

　（趣旨） 

第１条　この要綱は、弘前市協働によるまちづくり基本条例（平成２７年弘前市条例第４号。以下

「基本条例」という。）第２１条第１号の定めるところにより、協働によるまちづくりの推進を

目的として、自らの地域を考え実践するまちづくりを行う町会、ＮＰＯ、ボランティア団体等の

活動に対し、個人市民税の１％相当額を限度とする市民参加型まちづくり１％システム支援補助

金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、

弘前市補助金等交付規則（平成１８年弘前市規則第５７号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 
(1) 対象団体　補助金の交付の対象となる団体をいう。 

(2) 対象事業　補助金の交付の対象となる事業をいう。 

 (3) 審査委員会　弘前市附属機関設置条例（平成２６年弘前市条例第２号）に規定する弘前市ま 

ちづくり１％システム審査委員会をいう。 

(4) 補助事業者　補助金の交付の決定を受けた対象団体をいう。 

　(5) 補助事業　補助金の交付の決定を受けた対象事業をいう。 

　（部門の区分） 

第３条　補助金は、一般部門及びスタート部門の区分により交付する。 

　（対象団体） 

第４条　対象団体は、次の各号に掲げる部門の区分に応じ、当該各号に定める要件の全てに該当す

るものでなければならない。 

　(1) 一般部門 

　　ア　構成員が５人以上であること。 

イ　主に市内を活動拠点としていること。 

ウ　組織の運営に関する規則（規約、会則等）を有していること。 

エ　継続的かつ計画的に事業を行うことが可能であること。 

オ　市内に事務所又は事務局を置くこと。 

　(2) スタート部門 

　　ア　構成員が３人以上であること。 

イ　主に市内を活動拠点としていること。 

ウ　計画的に事業を行うことが可能であること。 

エ　過去に補助金の交付の決定を受けたことがないこと。 

オ　構成員の過半数が補助金の交付の決定を受けたことがある団体の構成員でないこと。 

　（対象事業） 

第５条　対象事業は、地域の課題解決や活性化を目的に実施する公益性のある事業で、次の各号に

掲げる部門の区分に応じ、当該各号に定める要件の全てに該当するものとする。 

　(1) 一般部門 

　　ア　原則として市内で実施される事業であること。 



 

　　イ　事業実施後も、地域においてその効果が持続されるものであること。 

　　ウ　市民又は構成員の労力提供等がある事業であること。 

　　エ　補助金の交付決定の日が属する年度内に完了する事業であること。 

　(2) スタート部門　前号ア、ウ及びエに規定する事業であること。 

２　前項の規定にかかわらず、基本条例第４条各号の活動に係る事業又は次の各号のいずれかに該

当する事業については、対象事業としない。 

　(1) 営利を目的とする事業 

　(2) 補助金の交付を受けようとする年度において、市の他の補助金又は国、県その他の機関から

の補助金の交付を受けた、又は受ける見込みである事業 

　(3) 当市との共催による事業 

　(4) 法律、条例等に違反する事業 

　（補助対象経費及び対象期間） 

第６条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業を実施す

るために必要な経費であって、別表に定めるものとする。 

２　補助対象経費は、規則第４条第１項の補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）を受

けてから補助事業が完了するまでの期間（以下「対象期間」という。）において支出した経費と

する。 

３　前項の規定にかかわらず、補助事業者が対象期間前に補助事業を実施するために支出した経費

について、対象期間前に支出することに合理的な理由があると市長が認めたときは、第１０条の

規定による採択の旨の決定を受けた後に支出した経費に限り、補助金の交付の対象とすることが

できる。 

　（補助金の額） 

第７条　補助金の額は、次の各号のいずれか少ない額とする。 

　(1) 補助対象経費の実支出額（講師等謝礼、交通費、食糧費及び印刷製本費にあっては、補助対

象経費の区分に応じ、別表に定める基準とする額により算出した額又は実支出額のいずれか少

ない額をいう。次号において同じ。）の合計額に１０分の９を乗じて得た額 

　(2) 参加費、協賛金その他の事業収入がある場合において、その収入の合計額が、補助対象経費

以外の額を超えるときは、当該超えた額を補助対象経費の実支出額の合計額から控除した額 

　(3) 一般部門にあっては５００，０００円、スタート部門にあっては１００，０００円 

２　前項第１号及び第２号の規定により算出した額に１，０００円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。 

３　前２項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、前２項の規定による補助金の額

を超えて交付することができる。 

（事業の募集） 

第８条　市長は、対象事業の募集をするときは、募集要項を定め、これを公表するものとする。 

　（対象事業の申請） 

第９条　対象事業の申請をしようとする団体（以下「申請団体」という。）は、弘前市市民参加型

まちづくり１％システム事業申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる部門の区分に応じ、当

該各号に定める書類を添付し市長に提出しなければならない。 

　(1) 一般部門 

　　ア　事業企画書（様式第２号） 



 

　　イ　収支予算書（様式第３号） 

　　ウ　申請団体概要書（様式第４号） 

　　エ　団体の規約、会則等の写し 

オ　団体の会員名簿 

(2) スタート部門 

　　ア　事業企画書（様式第５号） 

　　イ　収支予算書（様式第６号） 

　　ウ　申請団体概要書（様式第７号） 

２　市長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 

（採択事業の決定） 

第１０条　市長は、審査委員会からの審査結果を参考とし、前条第１項の規定による申請に係る書

類等の内容を審査したうえで、対象事業として採択又は不採択の旨を決定し、その結果について、

弘前市市民参加型まちづくり１％システム採択通知書（様式第８号）又は弘前市市民参加型まち

づくり１％システム不採択通知書（様式第９号）により、速やかに申請団体に通知するものとす

る。 

２　対象事業として採択の決定を受けた団体は、市長の指定する年度に補助金の交付の申請を行う

ことができる。 

　（交付申請） 

第１１条　規則第３条の補助金等交付申請書は、弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補

助金交付申請書（様式第１０号）とする。 

２　前項の申請書に添付する書類は、第９条に規定する書類とする。ただし、同条第１項の申請に

おいて既に提出済の書類と内容が同一である場合は、添付を省略することができる。 

（交付の条件） 

第１２条　次に掲げる事項は、交付決定を受けた場合において、規則第５条の規定により付された

条件とする。 

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ弘前市市民

参加型まちづくり１％システム支援補助金事業変更承認申請書（様式第１１号）を市長に提出

して、その承認を受けること。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ弘前市市民参加型まちづくり１％シス

テム支援補助金事業中止（廃止）承認申請書（様式第１２号）を市長に提出して、その承認を

受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速や

かに市長に報告してその指示を受けること。 

(4) 補助事業の実施に当たり、弘前市市民参加型まちづくり１％システムの活用事業である旨の

周知に努めること。 

　（交付決定） 

第１３条　規則第６条の補助金等交付決定通知書は、弘前市市民参加型まちづくり１％システム支

援補助金交付決定通知書（様式第１３号）とする。 

　（申請の取下げ） 

第１４条　規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期日として市長が定め

る日は、補助金の交付決定通知書の送付を受けた日から起算して１４日を経過した日とする。 



 

　（状況報告） 

第１５条　補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、速やかに弘前

市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金事業遂行状況報告書（様式第１４号）を市長に

提出しなければならない。 

　（実績報告） 

第１６条　規則第１２条の補助事業等実績報告書は、弘前市市民参加型まちづくり１％システム支

援補助金事業完了（廃止）実績報告書（様式第１５号）とする。 

２　前項の報告書に添付する書類は、次の各号に掲げる部門の区分に応じ、当該各号に定めるとお

りとする。 

　(1) 一般部門 

　　ア　事業報告書（様式第１６号） 

　　イ  収支決算書（様式第１７号） 

　　ウ　領収証、受領証等支払を証明するものの写し 

　　エ　補助事業の実施状況が確認できる書類（写真、チラシ等） 

　(2) スタート部門 

　　ア　事業報告書（様式第１８号） 

　　イ  収支決算書（様式第１９号） 

　　ウ　前号ウ及びエの書類 

３　市長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 

４　第１項の報告書の提出期限は、補助事業が完了した日（第１２条第２号の規定により補助事業

の廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日）から起算して３０日を経過した日又は事業

が完了した日が属する年度の翌年の４月１５日のいずれか早い日とする。 

（補助金の額の確定等） 

第１７条　規則第１３条の補助金等交付額確定通知書は、弘前市市民参加型まちづくり１％システ

ム支援補助金交付額確定通知書（様式第２０号）とする。 

　（申請書類等の審査） 

第１８条　市長は、第１０条の規定による審査のほか、補助事業の執行について、必要に応じ、審

査委員会の意見を求めるものとする。 

２　市長は、前項の規定により審査委員会の意見を求める場合（一般部門に限る。）は、審査委員会

の会議において、必要に応じて、申請団体又は補助事業者に対し、プレゼンテーションを行う機

会を設けるものとする。 

（財産の管理及び処分） 

第１９条　補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した備品、機械等についての台

帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。 

２　規則第２０条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

４０年大蔵省令第１５号）に定められた当該備品、機械等の耐用年数を経過するまでの期間とす

る。 

３　規則第２０条第２号の市長が定めるものは、補助金により取得した備品、機械等のうち取得価

格が１００，０００円以上のものとする。 

　（補助金の請求等） 

第２０条　補助金の請求は、弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金請求書（様式第



 

２１号）を市長に提出して行うものとする。 

２　補助金は、第１３条の規定により交付決定された補助金の額の１０分の８を限度として概算払

により交付することができるものとし、その請求は、弘前市市民参加型まちづくり１％システム

支援補助金概算払請求書（様式第２２号）によるものとする。 

３　補助金は、前２項の請求書が提出された日から起算して３０日以内に口座振込により交付する。 

　（事業実績の公表・評価） 

第２１条　市長は、補助事業の内容及び成果を広く市民に公表するものとする。 

２　審査委員会は、第１６条の実績報告等の内容に基づき、補助事業の評価を行うものとする。 

（情報公開等） 

第２２条　市長は、次に掲げる目的を達成するため、補助事業の実施に伴い提出された書類の情報

等について、市のホームページ等で公開するものとする。 

　(1) 制度の公平性及び透明性を高めること。 

　(2) 市民参加型まちづくり１％システムの内容を分かりやすくすること。 

　(3) 市民の市民活動への参加の機会を広げること。 

　（委任） 

第２３条　この要綱に定めるもののほか、弘前市市民参加型まちづくり１％システムの実施につい

て必要な事項は、別に定める。 

附　則（平成２８年１２月１５日弘前市告示第５６３号） 

（施行期日） 

１　この要綱は、告示の日から施行する。 

（弘前市市民参加型まちづくり１％システム実施要綱の廃止） 

２　弘前市市民参加型まちづくり１％システム実施要綱（平成２３年弘前市告示第２２２号。以下

「旧要綱」という。）は、廃止する。 

（旧要綱の廃止に伴う経過措置） 

３　この要綱は、平成２９年度以後の年度の補助事業について適用し、この要綱の施行の際現に旧

要綱第９条第２項の補助事業者として平成２８年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支

援補助金交付要綱の適用を受けている補助事業者の補助事業については、旧要綱は、この要綱の

施行後も、なおその効力を有する。 

附　則（平成２９年１２月１４日弘前市告示第５６５号） 

　この要綱は、告示の日から施行する。 

　　　附　則（平成３１年３月２９日弘前市告示第１２５号） 

　（施行期日） 

１　この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　改正後の様式第１３号の規定については、平成３１年度以後の年度の補助事業について適用し、

平成３０年度までの補助事業については、なお従前の例による。 
附　則（令和元年１２月１６日弘前市告示第３０２号） 

　この要綱は、告示の日から施行する。 

附　則（令和２年１２月１６日弘前市告示第３０２号） 

　（施行期日） 

１　この要綱は、告示の日から施行する。 



 

（経過措置） 

２　改正後の弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金交付要綱の規定は、令和３年度

以後の年度の補助事業について適用し、令和２年度までの補助事業については、なお従前の例に

よる。 

附　則（令和３年３月２３日弘前市告示第８５号） 

　（施行期日） 

１　この要綱は、告示の日から施行する。 

　（経過措置） 

２　改正後の弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金交付要綱の規定は、令和３年度

以後の年度の補助事業について適用し、令和２年度までの補助事業については、なお従前の例に

よる。 

附　則（令和３年３月２９日弘前市告示第１１０号） 

　（施行期日） 

１　この要綱は、告示の日から施行する。 

　（経過措置） 

２　改正後の弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金交付要綱の規定は、令和３年度

以後の年度の補助事業について適用し、令和２年度までの補助事業については、なお従前の例に

よる。 

附　則（令和３年１２月１３日弘前市告示第５７９号） 

　（施行期日） 

１　この要綱は、告示の日から施行する。 

　（経過措置） 

２　改正後の弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金交付要綱の規定は、令和４年度

以後の年度の補助事業について適用し、令和３年度までの補助事業については、なお従前の例に

よる。 

附　則（令和４年１２月１２日弘前市告示第５７０号） 

　（施行期日） 

１　この要綱は、告示の日から施行する。 

　（経過措置） 

２　改正後の弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金交付要綱の規定は、令和５年度

以後の年度の補助事業について適用し、令和４年度までの補助事業については、なお従前の例に

よる。 

　　　附　則（令和６年１１月２５日弘前市告示第５３６号） 

（施行期日） 

１　この要綱は、告示の日から施行する。 

　（経過措置） 

２　改正後の弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金交付要綱の規定は、令和７年度

以後の年度の補助事業について適用し、令和６年度までの補助事業については、なお従前の例に

よる。 

　　　附　則（令和７年１１月２０日弘前市告示第５０８号） 

（施行期日） 



 

１　この要綱は、告示の日から施行する。 

　（経過措置） 

２　改正後の弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金交付要綱の規定は、令和８年度

以後の年度の補助事業について適用し、令和７年度までの補助事業については、なお従前の例に

よる。 



 

別表（第６条第１項、第７条第１項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
項目 対象となる経費

 

講師等謝礼

(1) 外部講師や専門的技術を有する協力者への謝礼等 

(2) 個人（個人事業主を除く。以下同じ。）から借り上げる場合の会

場、車両、機械等の借上料。この場合において、車両（重機を除く。）

の借上料は、１日につき燃料費を含め３，０００円を基準とする。

 

交通費

講師等への交通費、宿泊費 

（市内で自家用車を利用する場合において、燃料費に代わって支給す

るものを含む。この場合において、支給する額は、１キロメートルに

つき２５円を基準とする。）

 
消耗品費及び原材料費 補助事業の実施に直接必要な消耗品費・原材料費

 

食糧費

補助事業の実施に直接必要な食糧費で次に掲げるもの（酒を伴わない

ものに限る。） 

(1) 外部講師の食事に関する経費であって市長が適当と認めたもの。

この場合において、一人につき１，０００円（飲み物に関する経費

を含む。）を基準とする。 

(2) 外部講師及び事業参加者の飲み物（事業参加者にあっては、作業

等に伴うものに限る。）に関する経費。この場合において、一人に

つき１５０円を基準とする。

 
燃料費

作業等に必要な車両（個人から借り上げる場合にあっては重機に限

る。）、機械等の燃料費

 
印刷製本費

ポスター・チラシ、資料等の印刷代、コピー代等。この場合において、

ポスター・チラシのデザイン費は、１面につき３０，０００円を基準

とする。

 
通信運搬費 周知・連絡等に要する郵便料等

 
保険料 参加者等に係る保険料

 
使用料及び賃借料 会場、車両、機械等（個人から借り上げるものを除く。）の借上料

 
その他 審査委員会の意見を聴いて市長が適当と認めたもの



 

 

様式第１号（第９条第１項関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

　弘前市長　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地　 

                                     　　　　　申請者 名　　称　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　              　   

 

 

 

弘前市市民参加型まちづくり１％システム事業申請書【　　部門】 

 

 

令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システムの採択を受けたいので、下記のとおり関

係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１　事業の名称 

 

 

 

 

２　添付書類 

　(1) 事業企画書（一般部門にあっては様式第２号、スタート部門にあっては様式第５号） 

　(2) 収支予算書（一般部門にあっては様式第３号、スタート部門にあっては様式第６号） 

　(3) 申請団体概要書（一般部門にあっては様式第４号、スタート部門にあっては様式第７号） 

　(4) 団体の規約、会則等の写し（一般部門のみ） 

(5) 団体の会員名簿（一般部門のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　備考 

１　代表者名は、署名してください。なお、申請者が法人の場合又は法人以外でも本人（代表

者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

２　上記に掲げる添付書類以外の書類の提出を求めることがあります。 

 

担当及び提出先：市民生活部市民協働課 

電　　　　　話：４０－７１０８ 
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様式第２号（第９条第１項関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業番号： 
 

事業企画書 

 

 

 

 

 

 
団体名

 

事業名

 

 

　※　　□新規　　　　　　□継続　　（交付決定を受けた回数　　　回）　　　　

 事業実施 

予定の期間
　令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日

 

事業実施 
予定の場所

 参加予定の人数 今回の参加予定人数
※継続事業の場合 
前回の参加人数

 一般参加者 人 人

 構成員 人 人

 構成員以外の従事者 人 人

 この事業で目指したいまちづくり（ビジョン）は何ですか。 
※「解決したい地域課題」、「活用したい地域資源」、「実現したい市民の暮らし」などを踏まえ、将来の 

地域の姿をイメージしながら簡潔にお書きください。 
 
（例）・○○川をゴミのない美しい川にしたい。 

・笛や囃子を通じて地域を盛り上げ、郷土芸能を伝承したい。 
・ふれあいや交流により、親子が孤立せず健やかに暮らせるまちにしたい。 
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○今回申請する事業についてお書きください。 

 
この事業を始めるこ

とになったきっかけ

や、事業実施の目的は

何ですか。 

【審査の視点：必要性】

（きっかけ） 

 

 

 

 

（目的） 

 

 

 

 
この事業は、どのよう

な人のために、どのよ

うな内容・方法で実施

しますか。 

【審査の視点：公益性、

実現性】 

（対象となる人） 

 

 

 

（内容・方法） 

 

 

 
荒天時はどのように

対応しますか。 

（屋外で実施する場合）

 どのように事業の周

知を行いますか。

※周知媒体（チラシ・ポスター・HP・SNS 等）や周知方法（どこに、どれくらい配布等）
などをお書きください。

 
参加者に対するアン
ケートを実施します
か。 
 
※事業の改善のためには

参加者の声を聴くこと
が重要です。 

□実施する 

（実施方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
（例）イベント内で参加者にアンケート用紙を配布する。 

 

□実施しない 

（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

（例）一般の参加者がいない事業のため。 

 ※継続事業の場合、記入

してください

（昨年度事業を実施しての反省点や課題、要望など） 

 

 

（上記を踏まえて、新たな内容や改善点など、前回との違い） 

 



3 

 
○申請する事業の実施効果についてお書きください。【審査の視点：公益性】 

 
○来年度以降の事業の展開についてお書きください。【審査の視点：将来性】 

 
○事業の資金調達についてお書きください。【審査の視点：費用の妥当性】 

 
○保険についてお書きください。 

 
この事業を実施する

ことによって、市民や

地域に対してどのよ

うな効果が期待でき

ますか。

 

 

 

 

 
来年度以降のこの事

業を、どのように継続

・展開させていく予定

ですか。

※いつまでに何を実現したいか、いつまで補助金を申請する予定かなど、各年度の計画に 
ついてできるだけ具体的にお書きください。 

 

 

 

 
この事業を過去に実

施したことはありま

すか。 

（有の場合） 

どのように資金調達

していましたか。

 

□有　（　　　回） 

□無 

 

資金調達の方法 

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

 

※当補助金を活用せず実施していた場合、前回の収支決算書又はそれに準ずるものを

添付してください。

 
ほかに申請を検討し

ている（又は内示を受

けている）補助制度は

ありますか。

□有　（補助制度の名称：　　　　　　　　　　　　　　　） 

□無 

 

※当補助金を活用して事業を実施する場合、ほかの補助制度を併用することはできま

せん。

 
資金調達や経費削減

のためにどのような

ことを行いますか。 

※当てはまるものに✓を

付けてください。

【資金調達】 

□参加費の徴収 

□協賛金の募集 

□寄附・募金 

□クラウドファンディング  

□その他（　　　　　　）

【経費削減】 

□物品調達方法 

（購入・貸出・提供）の工夫  

□購入品目や数量の見直し 

□人件費の見直し 

□その他（　　　　　　　　）

 
事業を実施する際、保

険へ加入する予定で

すか。

　□加入する　（保険の名称：　　　　　　　　　　　　　　　）　 

□加入しない
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○実施スケジュールについてお書きください。【審査の視点：実現性】 
　（準備作業から事業終了後の報告まで、できるだけ具体的にお願いします。） 

※必要に応じて「別紙のとおり」と記入の上、別様にて提出しても構いません。 

 
日程（日時） 実施内容 場所 参加者数等

 （例） 

〇月△日□時

 

会場準備

 

△センター

 

構成員：〇人 

参加者：〇人 

構成員以外の従事者：〇人

（講師、ボランティアスタッフなど）

 

 



様式第３号（第９条第１項関係） 
 

収支予算書　　【審査の視点：費用の妥当性】　 

１　収　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 

 
２　支　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　（単位：円） 

※継続事業の場合は、昨年度の交付確定額を記入してください。 

 

 

 

 

 

 
区　　　分 金　　額 採択金額 摘　　要

昨年度の 

交付確定額

 市民参加型まちづくり１％

システム支援補助金

 参加費

 協賛金

 団体負担

 

 
収　入　合　計 ※支出の合計と同額

 
区　　　分 金　　額

補助対象 

経費の額
摘　　要

昨年度の補助 

対象経費の額

 講師等謝礼

 交通費

 消耗品費及び原材料費

 食糧費

 燃料費

 印刷製本費

 通信運搬費

 保険料

 使用料及び賃借料

 その他経費

 

 支　出　合　計 補助対象外計

 補
助
金
の
額
の
算
定
根
拠

　①　（補助対象経費）×（補助率０．９）　≒ （補助金額）※千円未満の端数切捨て  
 
 

②　（支出総額）－（参加費・協賛金等の収入） ≒（補助金額）※千円未満の端数切捨て  
 
 

①・②のいずれか少ない額（補助金申請額）　　　　　　　　円  （原則 50 万円を限度）



３　支出内訳書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　  (単位：円) 

 

備考 

１　太枠内は記入しないでください。 

２　用紙が不足するときは、別紙を添付してください。 

 
項　　目 品　　名 数　量 単　価 金　　額

補助対象 
経費の額 摘　　要

 講師等謝礼

 

 交通費

 

 消耗品費及び 
原材料費

 

 食糧費

 

 燃料費

 

 印刷製本費

 

 通信運搬費

 

 保険料

 

 使用料及び 
賃借料

 

 その他経費

 

 合　　計



様式第４号（第９条第１項関係） 

申請団体概要書 
 

備考　用紙が不足する項目は、別紙としてください。 

 

団 体

ふりがな

 名称

 
所在地

〒 

 
電話 ＦＡＸ

 

URL

※団体や申請事業のＨＰやＳＮＳのアカウントが有る場合、ご記入ください。

 

 
代表者

ふりがな

 氏名

 
設立時期

昭和 

平成 

令和

　　年　　月　　日 構成員数
　　　　　　　　　　  人 

　　※うち役員　　　　人

 
会費等

※会費が有る場合、差し支えなけれ
ば金額をご記入ください。

会員募集の有無 有　 ・　 無

 
設立目的

 

主な活動内容
 

 主な活動場所 

活動日/時間帯

 

 
活動の経緯 

及び実績等

 

 
団体ＰＲ

※ほかの市民活動団体や市民の皆さんにアピールしたいことがございましたら、ご記入ください。 

 

 

団体への 

連絡先

住所
〒 

 ふりがな

 氏名

 
電話 ＦＡＸ

 
Ｅ-mail

 
連絡方法

※団体と連絡のとれる方法や時間帯をご記入ください。 



様式第５号（第９条第１項関係） 
事業番号： 

 
事業企画書 

 

 

 

 

備考　用紙が不足する項目は、別紙としてください。 

 
団体名

 
事業名

 事業実施 
予定の期間

令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日

 

事業の目的

○事業を実施したいと思ったきっかけを教えてください。

 

 ○事業を実施する目的を教えてください。

 

 

事業の概要

○この事業は、どのように実施しますか。 
（屋外で実施する場合、雨天時の対策も記入。）

 ・い つ： 
・ど こ で： 
・誰に対して： 
・周知方法： 
・事業の内容： 
 
 
 
・スケジュール（準備から事業終了まで時系列順に記入してください。）

 ○この事業を実施することで、市や市民に対してどのような効果が期待されますか。
 

 ○この事業をどのように継続させていきたいですか。

 

 この事業に、ほかの補助事業制度を活用して

いますか（予定含む）。
□無　　　　　　□有

 事業を実施する際、保険へ加入する予定です

か。
□加入する　　　□加入しない



様式第６号（第９条第１項関係） 
 

収支予算書 
１　収　入                                    　　　　               　　　　　（単位：円） 

２　支　出                                    　　　　               　　　　　（単位：円）  

　 
備考　 

１　摘要欄には、本年度予算額の積算の基礎を記入してください。 
２　用紙が不足する項目は、別紙としてください。 

 
区　　分 金　　額 採択金額 摘　　要

 市民参加型まちづくり１％

システム支援補助金
 

参加費

 
協賛金

 
団体負担

 

 
収　入　合　計 ※支出の合計と同額

 
区　　分 金　　額

補助対象 
経費の額

摘　　要

 
講師等謝礼

 
交通費

 
消耗品費及び原材料費

 
食糧費

 
燃料費

 
印刷製本費

 
通信運搬費

 
保険料

 
使用料及び賃借料

 
その他経費

 

 
支　出　合　計

 
補
助
金
の
額
の
算
定
根
拠

①（補助対象経費）×（補助率０．９）≒（補助金額）※千円未満の端数切捨て 

　 

②（支出総額）－（参加費・協賛金等の収入）≒（補助金額）※千円未満の端数切捨て 

 

①・②のいずれか少ない額（補助金申請額）　　　　　　　円 （原則 10 万円を限度）



 
様式第７号（第９条第１項関係） 

申請団体概要書 

 

※１％システム活用事業に構成員として参加したことがある場合は、№を丸で囲んでください。 
 

備考　用紙が不足する項目は、別紙としてください。 

 

団体

（ふりがな）

 名　称

 ＨＰ・ 
ＳＮＳ等

 

代表者

（ふりがな）

 氏　名

 
住　所

〒 

 電　話 ＦＡＸ

 Ｅ-mail

 

担当者 

連絡先

（ふりがな）

 
氏　名

 
住　所 〒

 電　話 ＦＡＸ

 Ｅ-mail
 団体の 

設立時期
年　　　月　　　日 会員募集の有無 　　有　　・　　無

 団体の 

ＰＲ

※ほかの市民活動団体や市民の皆さんにアピールしたいことがございましたらご記入ください。

 

 　　　　　　　　　構　成　員　名　簿　　　（構成員数　　　　人、うち役員　　　　人）

 
№ 氏　名 役職・住所（町名まで） № 氏　名 役職・住所（町名まで）

 
１  １１  

 
２  １２  

 
３  １３  

 
４  １４  

 
５  １５  

 
６  １６  

 
７  １７  

 
８  １８  

 
９  

 
１９  

 
１０  ２０  



様式第８号（第１０条第１項関係） 

 

弘市協収第　　　　　号 

令和　　年　　月　　日 

 

   　　　　　　　　　  様 

 

                                            　　　     弘前市長　　　　　　　　　印 

 

 

　　令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム採択通知書【　　部門】 

 

 

　　令和　　年　　月　　日付けで申請のありました事業については、審査の結果、採択となりまし

たので下記のとおり通知します。  

　 

 

記 

 

 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：市民生活部市民協働課 

電話：４０－７１０８ 

 
事業の名称

 
採択金額 円

 
補助対象経費 別紙のとおり

 

その他

 



様式第９号（第１０条第１項関係） 

 

弘市協収第　　　　　号 

令和　　年　　月　　日 

 

   　　　　　　　　　  様 

 

                                                　　　 弘前市長　　　　　　　　　印 

 

 

令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム不採択通知書【　　部門】 

 

 

　　令和　　年　　月　　日付けで申請のありました事業については、審査の結果、不採択となりま

したので下記のとおり通知します。  

 

　 

記 

 

 

　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：市民生活部市民協働課 

電話：４０－７１０８ 

 
事業の名称

 

不採択の理由



様式第１０号（第１１条第１項関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

　弘前市長　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地　 

                                     　　　　　申請者 名 　 称　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　              　   

 

 

令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金交付申請書【　　部門】 

 

 

　令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金の交付を受けたいので、弘前市

補助金等交付規則第３条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１　事業の名称 

 

 

２　交付を受けようとする補助金の額 

 

          　                   円 

 

３　補助金の額の算定根拠 

 

 

 

４　添付書類 

　(1) 事業企画書（一般部門にあっては様式第２号、スタート部門にあっては様式第５号） 

　(2) 収支予算書（一般部門にあっては様式第３号、スタート部門にあっては様式第６号） 

　(3) 申請団体概要書（一般部門にあっては様式第４号、スタート部門にあっては様式第７号） 

　(4) 団体の規約、会則等の写し（一般部門のみ） 

(5) 団体の会員名簿（一般部門のみ） 

 

 

 

 

 

　備考 

１　代表者名は、署名してください。なお、申請者が法人の場合又は法人以外でも本人（代表者）

が手書きしない場合は、記名押印してください。 

２　上記に掲げる添付書類以外の書類の提出を求めることがあります。 
３　添付書類は、第９条の規定により提出済の書類と内容が同一である場合は、添付を省略する

ことができます。 
 
　　　 

担当及び提出先：市民生活部市民協働課 
　　　　　　　　　　　　　 電 話：４０－７１０８ 



様式第１１号（第１２条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

　弘前市長　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地　 

                                     　　　補助事業者 名 　 称　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　              　   

 

 

令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金事業変更承認申請書【　　部門】 

 

 

令和　　年　　月　　日付け弘市協収第　　　号をもって補助金の交付決定の通知を受けた下記補

助事業の経費の配分（内容）を変更したいので、弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助

金交付要綱第１２条第１号の規定により、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１　補助事業の名称 

 

 

 

２　補助金の交付決定額　　                     円 

 

 

 

３　既に交付を受けた補助金の額　　                     円 

 

 

 

４　補助事業の経費の配分（内容）を変更する理由 

 

 

 

５　補助事業の経費の配分（内容）の変更の内容 

 

 

 

 

　備考　 
１　代表者名は、署名してください。なお、補助事業者が法人の場合又は法人以外でも本人（代

表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

２　経費の配分を変更する場合は、収支予算書（様式第　号）に準じて作成し、上段に変更後の

額を朱書きし、下段に変更前の額を記載してください。 
 

 
 

担当及び提出先：市民生活部市民協働課 
　　　　　　　　　　　電 話：４０－７１０８ 



様式第１２号（第１２条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

　弘前市長　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地　 

                                     　　　補助事業者 名 　 称　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　              　   

 

 

令和　 年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金事業中止（廃止）承認申請書【 　部門】 

 

 

令和　　年　　月　　日付け弘市協収第　　　号をもって補助金の交付決定の通知を受けた下記補

助事業を中止（廃止）したいので、弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金交付要綱第

１２条第２号の規定により、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１　補助事業の名称 

 

 

 

２　補助金の交付決定額　　                     円 

 

 

 

３　既に交付を受けた補助金の額　　                     円 

 

 

 

４　補助事業を中止（廃止）する理由 

 

 

 

５　補助事業の中止の期間（廃止の時期） 

 

 

 

 

備考　代表者名は、署名してください。なお、補助事業者が法人の場合又は法人以外でも本人（代

表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

 

 

 

 

 
 

担当及び提出先：市民生活部市民協働課 
　　　　　　　　　　　電 話：４０－７１０８ 



様式第１３号（第１３条関係） 

 

弘市協収第　　　　　号 

令和　　年　　月　　日 

 

   　　　　　　　　　  様 

 

                                                 　　　　　弘前市長　　　　　　　　　印 

 

 

令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金交付決定通知書【　　部門】 

 

 

　令和　　年　　月　　日付けで申請のあった標記補助金については、弘前市補助金等交付規則第４

条第１項の規定に基づき交付することに決定したので、同規則第６条の規定により、下記のとおり通

知します。 

 

 

記 

 

 

１　補助金の対象となる事業の目的及び内容並びにその事業に要する経費の配分は、令和　　年　　

月　　日付けによる補助金交付申請書及び令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム

採択通知書（様式第８号）の添付書類に記載のとおりとする。 

 

２　補助金の額　　　　　　　　　　　円 

 

３　交付の条件 

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ令和　　年度

弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金事業変更承認申請書（様式第１１号）を市

長に提出して、その承認を受けること。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ令和　　年度弘前市市民参加型まちづく

り１％システム支援補助金事業中止（廃止）承認申請書（様式第１２号）を市長に提出して、そ

の承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やか

に市長に報告してその指示を受けること。 

(4) 補助事業の実施に当たり、弘前市市民参加型まちづくり１％システムの活用事業である旨の周

知に努めること。 

 

４　その他 

　(1) 概算払による補助金の交付を請求する場合には、令和　　年　　月　　日までに令和　　年度

弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金概算払請求書（様式第２２号）を市長へ提

出してください。 

　(2) 補助事業者は、令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金事業完了（廃

止）実績報告書（様式第１５号）に必要書類を添付して、補助事業が完了した日（補助事業の廃

止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日）から起算して３０日を経過した日又は令和　　年

４月１５日のいずれか早い日までに市長に提出してください。 

　(3) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の費用の収支の内容を証する書類並びに補助事業

の実績を証する書類を整備し、令和　　年３月３１日まで保管してください。 

 
 

担当：市民生活部市民協働課 

電話：４０－７１０８ 

 



様式第１４号（第１５条関係） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

　弘前市長　様 

 

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地　 

                                     　　　補助事業者 名 　 称　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　              　   

 

 

令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金事業遂行状況報告書【　　部門】 

 

 

　令和　　年　　月　　日付け弘市協収第　　　号をもって補助金の交付決定の通知を受けた下記補

助事業の令和　　年　　月　　日現在における遂行状況について、弘前市補助金等交付規則第１０条

第２項の規定により、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１　補助事業の名称 

 

 

 

２　補助事業の遂行状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考　代表者名は、署名してください。なお、補助事業者が法人の場合又は法人以外でも本人（代

表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

 

 

 

担当及び提出先：市民生活部市民協働課 
　　　　　　　　　　　電 話：４０－７１０８ 



様式第１５号（第１６条第１項関係） 

 

令和　  年　　月　　日 

 

　弘前市長　様 

 

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地　 

                                     　　　補助事業者 名 　 称　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　              　  

 

 

令和　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金事業完了（廃止）実績報告書【 　部門】  

 

 

　令和　　年　　月　　日付け弘市協収第　　　号をもって補助金の交付決定の通知を受けた下記補

助事業が完了（を廃止）したので、弘前市補助金等交付規則第１２条の規定により、下記のとおり報

告します。 

 

 

記 

 

 

１　補助事業の名称 

 

 

 

２　補助金の交付決定額　　                     円 

 

 

 

３　既に交付を受けた補助金の額　　                     円 

 

 

４　添付書類 

　(1) 事業報告書（一般部門にあっては様式第１６号、スタート部門にあっては様式第１８号） 

　(2) 収支決算書（一般部門にあっては様式第１７号、スタート部門にあっては様式第１９号） 

　(3) 領収証、受領証等支払を証明するものの写し　                        

　(4) 補助事業の実施状況が確認できる書類（写真、チラシ等） 

 

 

 

 

 

 

 

備考　 

１　代表者名は、署名してください。なお、補助事業者が法人の場合又は法人以外でも本人（代

表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。 

２　上記に掲げる添付書類以外の書類の提出を求めることがあります。 

 

 

 

担当及び提出先：市民生活部市民協働課 
　　　　　　　　　　　電 話：４０－７１０８ 



1 

様式第１６号（第１６条第２項関係） 

 

事業報告書 
 

 

○今回実施した事業についてお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
団体名

 
事業名

 事業を実施 

した期間
　令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日

 

事業を実施 

した場所

 
参加した人数 今回の参加人数 ※継続事業の場合 

前回の参加人数

 
一般参加者 人 人

 
構成員 人 人

 構成員以外の従事者 人 人

 
この事業はどのよう

な内容・方法で実施

しましたか。 

 
審査会において事業

実施に向けた提案が

あった場合、事業に

どのように生かしま

したか。



2 

○実施したスケジュールについてお書きください。 
　（準備作業から事業終了後の報告まで、できるだけ具体的にお願いします。） 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
日程（日時） 実施内容 場所 参加者数等

 （例） 

〇月△日□時

 

会場準備

 

△センター

 

構成員：〇人 

参加者：〇人 

構成員以外の従事者：〇人

（講師、ボランティアスタッフなど）

 

 



3 

○実施した事業の実施効果についてお書きください。 

 

○来年度以降の事業の展開についてお書きください。 

 

○実施した事業についての自己評価をお書きください。 

備考　用紙が不足する項目は、別紙としてください。 
 
 

 
事業を実施しての反省

点や課題を踏まえて、

来年度以降は事業をど

のように展開させてい

きますか。 

また、自立に向けた計

画（補助金が受けられ

なくなった場合の計

画）や取組はあります

か。

（反省点・課題） 

 

 

 

 

（事業の展開…次年度以降も継続すべき点・改善点など） 

 

 

 

 

（自立に向けた計画や取組の内容） 

 

 

 

 
実施した事業につい

て、目的の達成や期待

された効果をあげるこ

とができましたか。

□大変よくできた　　□おおむねできた　　□あまりできなかった

 
（主な理由） 

 
この事業を実施したこ

とによって、市民や地

域にどのような効果が

もたらされましたか。 

また、事業に対して、

どのような要望があり

ましたか。

（市民や地域への効果） 

 

 

 

 

 

 

（事業に対する要望の内容） 

 

 

 

 

 



様式第１７号（第１６条第２項関係）　　　　 

 

収支決算書 

１　収　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 

 
２　支　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３　支出内訳書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＮＯ.１） 

 

 

 

 

 

 
区　　　分 予算額 決算額 確定額 摘　要

 市民参加型まちづくり１％

システム支援補助金
 

参加費

 協賛金

 団体負担

 

 
収　入　合　計 ※支出の合計と同額

 
区　　　分 予算額 決算額

補助対象 
経費の額 摘　要

 講師等謝礼

 交通費

 消耗品費及び原材料費

 食糧費

 燃料費

 印刷製本費

 通信運搬費

 保険料

 使用料及び賃借料

 その他経費

 

 
支　出　合　計 補助対象外計

①　（補助対象経費）×（補助率０．９）　≒ （補助金額）※千円未満の端数切捨て  

 
 
 

②　（支出総額）－（参加費・協賛金等の収入） ≒（補助金額）※千円未満の端数切捨て 

 
 

①・②のいずれか少ない額（補助金確定額）　　　　　　　　　　円 （原則 50 万円を限度）

補
助
金
の
額
の
計
算
根
拠



 

３　支出内訳書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 

 
備考 

１　太枠内は記入しないでください。 

２　用紙が不足するときは、別紙を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
項　　目 品　　名 数　量 単　価 金　額

補助対象 
経費の額 摘　要

 
講師等謝礼

 

 
交通費

 

 消耗品費及び 
原材料費

 

 
食糧費

 

 
燃料費

 

 
印刷製本費

 

 
通信運搬費

 

 
保険料

 

 
使用料及び賃借

 

 
その他経費

 

 
合　　計



様式第１８号（第１６条第２項関係） 
事業報告書 

 

 

 

備考　用紙が不足する項目は、別紙としてください。 

 

 
団体名

 
事業名

 事業を実施 
した期間

令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日

 

事業の概要

○この事業は、どのように実施しましたか。（できるだけ具体的に記入してくだ

さい。） 
 
・い つ： 
・ど こ で： 
・参加人数：一般参加者　　人／構成員　　人／構成員以外の従事者　　人 
・事業の内容： 
 
 
 
 
 
 
・スケジュール（準備から事業終了まで時系列順に記入してください。）

 ○この事業を実施したことで、市や市民に対してどのような効果がありました

か。

 ○この事業を実施しての反省点や課題はありましたか。 

 ○この事業を行ったことで、今後どのような活動ができそうですか。

 
自己評価 □大変よくできた　　　□おおむねできた　　　□あまりできなかった

 
目的の達成や期

待された効果を

あげることがで

きましたか。



様式第１９号（第１６条第２項関係） 
収支決算書 

 
１　収　入                                         　　　　          　　     （単位：円） 

 
２　支　出                                         　　　　    　　           （単位：円） 

　備考　 
１　摘要欄には、本年度決算額の積算の基礎を記入してください。 
２　用紙が不足する項目は、別紙としてください。 

 
区　　分 予算額 決算額 確定額 摘　　要

 市民参加型まちづくり１％ 
システム支援補助金

 
参加費

 
協賛金

 
団体負担

 

 
収　入　合　計 ※支出の合計と同額

 
区　　分 予算額 決算額

補助対象 
経費の額

摘　　要

 
講師等謝礼

 
交通費

 
消耗品費及び原材料費

 
食糧費

 
燃料費

 
印刷製本費

 
通信運搬費

 
保険料

 
使用料及び賃借料

 
その他経費

 

 
支　出　合　計 補助対象外計

 
補
助
金
の
額
の
算
定
根
拠

①（補助対象経費）×（補助率０．９）≒（補助金額）※千円未満の端数切捨て 

　 

②（支出総額）－（参加費・協賛金等の収入）≒（補助金額）※千円未満の端数切捨て 

 

①・②のいずれか少ない額（補助金申請額）　　　　　　　　円 （原則 10 万円を限度）



様式第２０号（第１７条関係） 
 

弘市協収第　　　　　号 

令和　　年　　月　　日 

 

   　　　　　　　　　　  様 

 

                                        　　　        　 　弘前市長　　　　　　　　　印 

 

 

令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金交付額確定通知書【　　部門】 

 

 

　標記補助金については、令和　　年　　月　　日付け実績報告等に基づき下記のとおり額を確定

したので、弘前市補助金等交付規則第１３条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考 

１　令和　　年　　月　　日までに、令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支

援補助金請求書（様式第２１号）を市長へ提出してください。 

２　補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の費用の収支の内容を証する書類並びに補助事 
業の実績を証する書類を整備し、令和　　年３月３１日まで保管してください。 

３　後日、市長は上記２に記載する書類等の提出を求め、又は検査をすることがあります。この 
提出若しくは検査を拒んだり、又は書類等を提出できないなどにより、補助事業の実施状況及 
び収支決算の状況を確認できない場合は、補助金の全部又は一部を返還していただきます。 

 

担当：市民生活部市民協働課 

電話：４０－７１０８ 

 交付決定額 確定額 (a) 交付済額 (b) 差額 (a)-(b)
  

               円 

 

               円 

 

               円 

 

          　 円 



様式第２１号（第２０条第１項関係） 

 

                                             　　　　　       令和　  年　　月　　日 
 

　弘前市長　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地　 

                                     　　　補助事業者 名 　 称　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　              　  印 

 

 

　　令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金請求書【　　部門】 

 

 

　令和　　年　　月　　日付け弘市協収第　　　号をもって補助金の交付額確定の通知を受けた下

記補助金について、弘前市会計規則第５４条第１項及び弘前市市民参加型まちづくり１％システム

支援補助金交付要綱第２０条第１項の規定により、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

１　請求金額　　　　　　　                     円 

 

２　補助金の名称 　　 
 　　　　　　　　　　　　令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金 

 

３　補助金の交付確定額　　                     円 

 

４　既受領額　　　　　　　                     円 

 

５　振込口座 

　(1) 金融機関及び支店名 

 

 

　(2) 口座番号 

 

 

　(3) 口座名義人 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考　振込口座を会計管理者へ届けていない場合は、口座振替依頼書（債権者用）を併せて提出し 
てください。 

 

担当及び提出先：市民生活部市民協働課 
　　　　　　　　　　　電 話：４０－７１０８ 
 



 

様式第２２号（第２０条第２項関係） 

 

                                                 　　　     令和　  年　　月　　日 

 

　弘前市長　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地　 

                                     　　　補助事業者 名 　 称　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　              　  印 

 

 

令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金概算払請求書【　　部門】 

 

 

　令和　　年　　月　　日付け弘市協収第　　　号をもって補助金の交付決定の通知を受けた下記

補助金について、弘前市会計規則第５４条第１項及び弘前市市民参加型まちづくり１％システム支

援補助金交付要綱第２０条第２項の規定により、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

１　請求金額（補助金の交付決定額の１０分の８以内の額とします） 
 

                     円 
 

　　 

２　補助金の名称 　 　　　　令和　　年度弘前市市民参加型まちづくり１％システム支援補助金 

 

 

３　補助金の交付決定額　　　                     円 

 

 

４　振込口座 

　(1) 金融機関及び支店名 

 

 

　(2) 口座番号 

 

 

　(3) 口座名義人 

 

 

 

 

備考　振込口座を会計管理者へ届けていない場合は、口座振替依頼書（債権者用）を併せて提出し 
てください。 

 
 

担当及び提出先：市民生活部市民協働課 
　　　　　　　　　　　電 話：４０－７１０８ 


